
　厚生年金・国民年金の「老齢年金」など、

老齢（退職）を支給事由とする公的年金は、

税法上「雑所得」として所得税の課税対象

になります。このうち、「老齢年金」の額が

108万円以上（65歳以上の人は158万円以上）

の人は、年金の支払者である社会保険庁で

所得税を源泉徴収することになっています。

　社会保険庁では１月末までに、「老齢年金」

を受け取っている人全員に「公的年金等の

源泉徴収票」を送付することとしていますが、

源泉徴収票には、この１年間に支払われた

年金の総額、源泉徴収税額、控除の内容な

どが記載されています。

　また、「老齢年金」から所得税を源泉徴収

された人でも、年金以外に給与などの収入

がある人や、２カ所以上の年金支払者（社会

保険庁と共済組合など）から年金を受けて

いる人は、確定申告をする義務があります。

　確定申告が義務付けられていない人でも、

源泉徴収税額を納めすぎている場合には、

還付を受けるために申告することができます。

　源泉徴収票を紛失された場合は再交付が

できますので、下記まで申し出ください。

　なお、「障害年金」や「遺族年金」は非課

税ですので、源泉徴収票の送付はありません。

■問い合わせ・申し出先

　岡山東社会保険事務所

　　０８６－２７０－７９２９
　岡山年金相談センター

　　０８６－２５１－００５２
　ねんきんダイヤル

　　０５７０－０７－１１６５
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源泉徴収票が送付されます

人の動き

40, 090

19, 189

20, 901

13, 982

人口

　男

　女

世帯

人

人

人

戸

（－10）

（＋  3）

（－13）

（＋  4）

《平成１９年１月１日現在》

※（　）内は前月比
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あ
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け
て
い
ま
し
た
。
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備前地区公民館振興大会（邑久町公民館）13：30～16：30

乳幼児こころの健康相談（ゆめトピア長船）14：00～15：00

振替休日

育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00

心配ごと相談（ゆめトピア長船）9：00～15：00

第２回瀬戸内市健康マラソン大会（邑久スポーツ公園野球場）9：00～

瀬戸内市教育を考える会講演会（牛窓町総合福祉センター）10：00～11：30
人権相談（ゆめトピア長船）10：00～15：00
育児相談（牛窓ルンビニ保育園）10：00～11：00
精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30
リフレッシュ体操教室（ゆめトピア長船）9：30～11：30

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

市文化協会写真展（邑久町公民館）9：00～17：00【25日まで】
行政・人権相談（邑久町公民館）10：00～15：00
住宅増改築相談（瀬戸内市役所）9：00～15：00
心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

市政バス（畠山製菓・内山工業）12：45～17：00
育児相談（邑久子育て支援センター）9：30～11：00

瀬戸内市青少年健全育成推進大会（邑久町公民館）13：30～16：00

ニュースポーツ教室（邑久B＆G海洋センター体育館）14：00～16：00

行政・人権相談（牛窓町総合福祉センター）10：00～15：00

心配ごと相談（牛窓町総合福祉センター）9：00～15：00

育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00

行政相談（ゆめトピア長船）10：00～15：00

心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

建国記念の日

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30
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